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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年５月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（岸壁及びガントリークレーン） 

発生日時 令和２年９月１２日 ２１時２５分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市博多港 

博多港東防波堤灯台から真方位０３０°２.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°３９.３′ 東経１３０°２４.６′） 

事故の概要  コンテナ船ながらは、着岸操船中、岸壁及びガントリークレーンに

衝突した。 

 ながらは、右舷船首部外板の擦過傷等を生じ、岸壁は、コンクリー

トに破損等を生じ、また、ガントリークレーンは脱輪し、軌道周囲の

コンクリートに破損等を生じた。 

事故調査の経過  令和２年９月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

コンテナ船 ながら、７,４３２トン 

１４３２７１、井本船舶株式会社（Ａ社） 

１３６.２５ｍ×２１.００ｍ×９.２０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、５,２２０kＷ、平成３０年３月２２日 

 乗組員等に関する情報 船長 ７０歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５２年１月１４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３０年２月１４日 

  免状有効期間満了日 令和５年７月２８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 右舷船首部及び右舷球状船首部に擦過傷 

岸壁 コンクリ－トに破損、防舷帯に亀裂 

ガントリークレーン 脱輪及び軌道周囲のコンクリートに破損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風速 約１３m/s、視界 良好 

海象：波向 南東、波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、月齢 

６.９  

 福岡市には、９月１２日２０時３１分に強風注意報が発表され、本

事故当時も継続中であった。 

 株式会社博多港ターミナルの記録によれば、博多港香椎ポートパー
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ク第４～５号岸壁付近の風の観測値は次のとおりであった。なお、同

観測値は博多ポートラジオに提供されていた。 

時間 

10 分平均 最大瞬間 

風向 
風速 

（ｍ/ｓ) 

風速 

（ｍ/ｓ) 
風向 起時 

21:00 北北東 7.8 10.3 北北東 20:55 

21:10 北北東 7.2 9.8 北北東 21:01 

21:20 北北東 8.4 11.2 北 21:19 

21:30 北北東 8.5 10.8 北北東 21:26 
 

 事故の経過  本船は、船長ほか１３人が乗り組み、コンテナ３５３ＴＥＵ（２２

３本）を積載し、船首約４.６ｍ、船尾約５.１ｍの喫水で、令和２年

９月１２日１６時５０分ごろ、香椎ポートパーク第５号岸壁（以下

「本件岸壁」という。）で荷揚げを行う目的で、関門港門司区を出航

した。  

 船長は、２０時３０分ごろ、福岡市志賀
し か の

島北西方沖で昇橋し、航海

士から、博多ポートラジオからの情報で、本件岸壁付近では約５～１

０m/s の北風が吹いていること及び２１時３０分ごろ本件岸壁の対岸

（以下「本件対岸」という。）から１隻の出航船（以下「Ａ船」とい

う。）があることなどの報告を受けた。 

本船は、船長が船橋中央に立って操船指揮をとり、当直を引き継い

だ別の航海士（以下「航海士Ａ」という。）を見張り及びテレグラフ

操作、当直甲板手を操舵にそれぞれ当たらせ、約１５ノット（kn）の

速力（対地速力、以下同じ。）で南東進した。 

本船は、法定灯火を表示し、２台のレーダーを共に４Ｍレンジでコ

ースアップ表示とし、航海支援システム（以下「本件航海支援システ

ム」という。）を表示していた。 

本船は、博多港中央航路第２号灯標付近を通過後、速力を約１２kn

とし、東南東進していたところ、博多ポートラジオから、Ａ船は、水

先人が乗船し次第出航するとの連絡を受け、その後、博多港中央航路

第４号灯標付近で本件岸壁に向けて左転し、東北東進した。 

船長は、本件航海支援システムに表示されている風が約５～６m/s

の北風であることを確認するとともに、航海士ＡにＡ船及び付近のタ

グボートの動きなどを双眼鏡で確認させながら、本件岸壁の約１,０

００ｍ西方で右舷ウィングに移動して自ら操船を開始し、主機を前進

半速運転とした。 

本船は、Ａ船が本件対岸と本件岸壁との中間線（本件岸壁まで約２

５０ｍ）を越えて本件岸壁側に近づいて出航し、更にＡ船の支援を終

えたタグボートが接近してきたので、本件岸壁の西側岸壁突端付近で

ふだん岸壁と最大約２００ｍの距離を開けて接近していくところを約

１００ｍの距離で東北東進した。 
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船長は、左舷方からの風に圧流されないような針路を取りながら、

徐々に前進最微速まで減速して本件岸壁の西側の係留船（以下「Ｂ

船」という。）の左舷方（北方）を約２０ｍ以下の距離で通過しよう

とした。 

船長は、急に北風が強くなったので、バウスラスターを左舷方一杯

に作動させ、主機をときどき前進微速運転として適宜右舵を取って船

首部及び船尾部が共にＢ船の方に圧流されないように操船して、甲板

員を左舷側に退避させた。 

本船は、Ｂ船の左舷方（北方）から本件岸壁付近に前進したところ

で、瞬間風速約１３m/s の北風を受け、２１時２５分ごろ急に船首が

本件岸壁側に振れ、船首部が約１６°の角度で本件岸壁に衝突すると

ともにガントリークレーンに衝突した。（写真１、写真２参照） 

 

 

 

写真１ 本船         写真２ 本船球状船首部 

 

岸壁は、コンクリートに破損等を生じ、また、ガントリークレーン

は脱輪し、軌道周囲のコンクリートに破損等を生じた。（写真３、写

真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真３ 防舷帯     写真４ ガントリークレーン軌道 

 

船長は、本事故の発生をＡ社に報告し、海上保安庁に通報するよう

に依頼した。 

船長は、後日、Ｂ船から左舷船首部に擦過傷があり、本船がＢ船に

接触した可能性があるとの連絡があったので、本船の右舷船尾部（船

擦過傷 

割損 

ガントリーク

レーン脱輪に

よる破損 
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尾楼甲板）を確認したところ、ハンドレール（本事故時、水線から約

７.５ｍの高さ）に曲損が認められたが、本事故によるものかどうか

分からなかった。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 ＡＩＳデータによれば、本船は、２１時２５分ごろ右舷船尾部がＢ

船の左舷船首部付近を通過した後、船首方位が約４０秒間で右舷方に

約１４°変化していた。 

船長は、９月１１日関門港に向けて阪神港神戸区を出航する前に、

博多港の気象予報を確認した際、約５～１０m/s の風速で、博多ポー

トラジオの風速情報及び接近時の本件航海支援システムの風速表示も

同程度だったので、本件岸壁着岸時に強風は吹かないと思っていた。 

船長は、以前、本件岸壁着岸時に、出航船の水先人から要請されて

本件岸壁の西方で待機した際、本件岸壁の西側は河川の流れから続く

潮流があることから、この付近での漂泊を避けたいと思った。 

船長は、Ａ船が、本件対岸の沖にあった作業用の灯浮標を避けよう

として、大回りになったのではと、本事故後に思った。 

船長は、出入港時にタグボートの支援を要請する基準について、Ａ

社に規定は設けられていないものの、自身で、風速が平均１０m/s 以

上で最大１４m/s 以上と決めていた。 

Ｂ船は、船首部ブルワーク頂部の水面からの高さが、載貨重量トン数

約５,０００ｔ（夏期最大８,５４５ｔ、本事故時トン数は不明）で、約

８ｍであり、後日、左舷船首部ブルワーク外板頂部から約０.５～１ｍ

下方に塗装の剥がれ及び擦過傷（別の塗料の付着あり。）が確認され

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、博多港において、強風注意報が発表され、Ａ船が本件対岸

から出航して本件岸壁に接近する状況下、着岸操船中、船長が、約５

～１０m/s の北風であり、東北東向きの本件岸壁に進入しても支障が

ないと思い、本件岸壁手前（西方）に右舷着けで係留中のＢ船の左舷

方（北方）を２０ｍ以下の距離で通過して本件岸壁に接近したとこ

ろ、瞬間風速約１３m/s の北風に圧流されながら、本件岸壁至近で船

首が右転したことから、約３knの速力で、本件岸壁に約１６°の角度

で衝突するとともにガントリークレーンに衝突したものと考えられ

る。 

ＡＩＳデータによれば、本船は、２１時２５分ごろ右舷船尾部がＢ

船の左舷船首部付近を通過した後、船首方位が約４０秒間で右舷方に

約１４°変化していたことから、本件岸壁に平行に圧流されながら、
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右舷船尾部がＢ船左舷船首部に接触した反動で船首が右転した可能性

が考えられる。 

一方で、本船の右舷船尾部ハンドレールの曲損及びＢ船の左舷船首

部の擦過傷等が、両船の接触によるものかどうかについては、本船の

右舷船尾部ハンドレールの塗料及びＢ船の擦過傷付近に付着していた

塗料の照合ができなかったことから、明らかにすることができなかっ

た。 

船長は、１９時３０分ごろの博多ポートラジオの情報及び本件岸壁

の西方航行時の本船の本件航海支援システムの風速値により、風速を

判断したことから、本件岸壁付近の風が、約５～１０m/s の北風であ

ると予想したものと考えられるが、本事故時、本件岸壁付近で予想を

上回る瞬間風速約１３m/s の北風が吹いたものと考えられる。 

本船は、Ａ船が本件岸壁と本件対岸との中間線を越えて本件岸壁の

方に近づいて出航し、更にＡ船の支援を終えたタグボートが接近して

きたことから、本件岸壁の西側岸壁突端付近を約１００ｍの距離で通

過し、その後、左舷方からの風に圧流されてＢ船の左舷方（北方）を

約２０ｍ以下の距離で通過したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、博多港において、強風注意報が発表され、Ａ船が

本件対岸から出航して本件岸壁に接近する状況下、本船が着岸操船

中、船長が、約５～１０m/s の北風であり、東北東向きの本件岸壁に

進入しても支障がないと思い、本件岸壁手前（西方）に右舷着けで係

留中のＢ船の左舷方（北方）を２０ｍ以下の距離で通過して本件岸壁

に接近したところ、瞬間風速約１３m/s の北風に圧流されながら、本

件岸壁至近で船首が右転したため、約３knで、本件岸壁に約１６°の

角度で衝突するとともにガントリークレーンに衝突したものと考えら

れる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶は、着岸時に吹き寄せの風が予想され、着岸の際に係留船な

どの近くを通過する時は、圧流により係留船などに接近しないよ

うに距離を十分に離すとともに、岸壁付近では直ぐに停止できる

速力で接近すること。 

・船長は、着岸時の風速を予想する際、大気が不安定な場合などに

は、突風が発生することを十分に考慮すること。 

・船長は、着岸操船中、付近の岸壁から出航船があるときは、適切

な場所で待機してから、着岸操船を再開すること。 
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付図１ 航行経路図 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀県 

福岡県 

山口県 

本船航跡（ＡＩＳデータ） 

博多港東防波堤 

灯台 

Ａ船航跡（ＡＩＳデータ、Ａ社提供） 

事故発生場所 

（令和２年９月１２日 

２１時２５分ごろ発生） 

タグボート航跡（ＡＩＳデータ、Ａ社提供） 

本船航跡（ＡＩＳデータ） 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時  刻 

（時：分：秒） 

船  位※ 
対地針路※

（°） 

船首方位※

（°） 

対地速力

（kn） 
北  緯 

（°－′－″） 

東  経 

（°－′－″） 

21:12:01 033-38-51.0 130-23-15.7 67.7 64 9.8 

21:14:01 033-38-57.2 130-23-34.7 68.5 63 7.6 

21:16:01 033-39-02.5 130-23-50.2 67.9 63 6.7 

21:18:01 033-39-07.0 130-24-03.3 69.5 64 5.2 

21:20:01 033-39-10.1 130-24-13.3 71.6 66 3.8 

21:22:01 033-39-12.4 130-24-21.7 73.9 72 3.6 

21:23:02 033-39-13.6 130-24-25.5 74.2 66 3.2 

21:24:01 033-39-14.2 130-24-29.2 64.7 72 3.1 

21:24:10 033-39-14.5 130-24-29.6 60.6 67 3.1 

21:24:18 033-39-14.7 130-24-30.1 63.6 65 3 

21:24:30 033-39-14.9 130-24-30.8 72.1 64 2.9 

21:24:41 033-39-15.1 130-24-31.5 73.9 64 2.8 

21:24:50 033-39-15.2 130-24-31.9 73.6 64 2.7 

21:25:01 033-39-15.2 130-24-32.5 82.2 66 2.8 

21:25:10 033-39-15.2 130-24-33.0 88.3 70 2.9 

21:25:20 033-39-15.2 130-24-33.6 92.8 76 3 

21:25:31 033-39-15.2 130-24-34.2 92.2 79 2.7 

21:25:41 033-39-15.2 130-24-34.6 84.7 80 2.3 

21:25:50 033-39-15.3 130-24-34.8 47 77 1.4 

21:26:00 033-39-15.5 130-24-34.8 15.9 74 1.3 

21:26:10 033-39-15.7 130-24-34.8 2.6 70 1.2 

21:26:17 033-39-15.8 130-24-34.8 5.8 68 0.9 

21:26:31 033-39-15.9 130-24-35.0 46.1 67 0.7 

21:26:41 033-39-16.0 130-24-35.1 73.9 69 0.7 

21:26:50 033-39-16.0 130-24-35.2 77.7 69 0.6 

21:27:00 033-39-16.0 130-24-35.4 79.6 71 0.6 

21:27:31 033-39-16.0 130-24-35.8 74.9 72 0.8 

21:28:00 033-39-16.2 130-24-36.3 79.2 70 0.9 

21:28:31 033-39-16.3 130-24-36.7 74.6 67 0.8 

21:29:00 033-39-16.4 130-24-37.0 42.6 64 0.6 

21:29:31 033-39-16.6 130-24-37.3 84.9 63 0.4 

21:30:00 033-39-16.5 130-24-37.4 88.4 65 0.2 

21:30:31 033-39-16.5 130-24-37.4 88.4 66 0.0 

21:30:50 033-39-16.5 130-24-37.4 88.4 65 0.1 

21:31:31 033-39-16.6 130-24-37.3 88.4 62 0.0 

 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、船

首から１１ｍ、船尾から１２５ｍ、左舷から０ｍ、右舷から２１ｍであった。また、対地針路及

び船首方位は真方位である。 


